
「平和」　それは
私たちが願ってやまないもの
「平和」　それは
私たちが育むもの
「平和」　それは
私たちが明日の世代に伝えるもの
私たちは永遠の平和を願い
荒川区が平和都市であることを
宣言する

荒川区平和都市宣言

平成７年10月24日　荒川区

荒川区平和都市宣言30周年・戦後80年
12月４日～10日は人権週間 12月10日は人権デー

平和を願う心 つなごうを
　今年は荒川区平和都市宣言から30周年、戦後80
年の節目の年です。この宣言には、世界が平和で人
々が幸せな生活が送れるように、という願いが込め
られています。

　区では「荒川区人権推進指針」に「平和を願う心
をつなぐまち」を掲げ、区民の皆さんと共に平和を
願う心を次代へつないでいけるよう、平和に関する
取り組みを重ねてきました。
　一方で、世界各地では今もなお、戦争や紛争が続
いています。
　平和の大切さや、平和な世の中を築くために自分
ができることについて、この機会に改めて考えてみ
ませんか。

【問合せ】総務企画課人権推進係　☎内線２２７１

※ 詳細は、荒川区ホームページ（右
の二次元コード）をご覧ください

日時 12月６日土午後２時～４時45分
会場 日暮里サニーホール
定員 300人（申込順）

※ 区報10月21日号に掲載し同日か
ら申込み受付中。既に定員に達し
ている場合があります

平和コンサート 人権週間講演会＆
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世代・地域・人をつなぎ「平和」を次代へ

荒川区長

2525月 日令和７年
（2025年） 1111

荒 川 区 ☎（３８０２）３１１１ ほ https://www.city.arakawa.tokyo.jp/ふ（３８０２）６２６２

人権 週 間 特 集号
発行　荒川区総務企画部総務企画課



　区では「人権推進指針」に基づき、パネル展や講演会、人権擁護委
員活動の支援等を通して、人権啓発に取り組んでいます。
　現在改定中の人権推進指針（次頁右下枠内参照）や人権週間パネル
展（下参照）においても、人権課題として本面に記載の項目を取り上
げていますので、人権週間の機会に、多くの方にご覧いただければと
思います。

一人ひとり
社会大切
がが

にににされるにされる

11月29日㈯～12月18日㈭期 間 午前９時～午後５時時 間

荒川さつき会館１階ロビー会 場

※拡大縮小をする場合には
　線幅と効果も拡大・縮小にチェックを入れてください。

　インターネット上では、誹謗中傷や差別的な書き込みが後を絶ちませ
ん。
　他人が不快に思うことや個人情報を不用意に書き込まない等、正しく
利用し、加害者にも被害者にもならないようにしましょう。
　被害をうけたときは、ためらわずに相談してください。

▶違法・有害情報相談センター（総務省）（右の二次元コード）
　ほhttps://ihaho.jp/
▶ こどものネット・スマホのなやみを解決「こたエール」
（東京都）（右の二次元コード）
　ほhttps://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/

インターネットによる人権侵害をなくしましょう

　相手を不快にし、尊厳を傷つけるハラスメントには、職場内のパワー
ハラスメント、顧客からのカスタマーハラスメント、セクシャルハラス
メント等があります。
　互いに相手の気持ちに配慮した言動を心がけるとともに、ハラスメン
トで悩んでいる方は、一人で悩まず相談してください。

▶東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口（東京都）
　☎０１２０（１８２）２７６（㈪～㈮午前９時～午後５時）

▶みんなの人権110番（東京法務局）
　☎０５７０（００３）１１０（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶東京都ろうどう110番（東京都）　☎０５７０（００）６１１０
　（㈪～㈮午前９時～午後８時、㈯午前９時～午後５時）

ハラスメントはやめましょう

　児童虐待・いじめ・性被害等により、
子どもの命が奪われたり、こころが傷つ
けられたりする事件が起きています。
　子どもの命とこころを守るため、地域
全体で子どもや家庭を見守り、支えまし
ょう。

▶児童相談所虐待対応ダイヤル　☎１８９（24時間・年中無休）
▶荒川区子ども家庭総合センター
　☎（３８０２）３７６５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶あらかわ子どもほっとらいん（右の二次元コード）
▶子供・保護者専用性被害相談ホットライン（東京都） 
　☎ ０１２０（３３３）８９１（24時間・年中無休）

子どもの権利を守りましょう

　障がいのある方に対する偏見や心ない言葉の投
げかけ等の「心のバリア」、合理的配慮の不足等
がみられます。
　障がいへの理解を深め、身の周りのバリアを取
り除くための配慮や協力をしましょう。

▶障害者福祉課相談支援係（区役所１階）
　 ☎内線２６８５
　（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶荒川区障がい者虐待防止・差別解消センター
　☎（３８０２）３１５１（24時間・年中無休）

障がいへの理解を深めましょう

　家族や介護者等による高齢者への暴言・
暴力、資産（金銭）の搾取や利用の制限等
の事案が発生しています。
　高齢者が地域で安心して自分らしく暮ら
せるよう、高齢者の尊厳に配慮し、地域ぐ
るみで高齢者の人権を守りましょう。

▶ 成年後見・権利擁護センター あんしんサポートあらかわ（荒川区社
会福祉協議会）
　☎（３８０２）３３９６（㈪～㈮午前９時～午後５時15分）

▶おとしよりなんでも相談（区役所２階高齢者福祉課⑤番窓口）
　☎内線２６７５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）
▶各地区の地域包括支援センター
　●南千住東部☎（３８０５）５７０２　●東尾久☎（５８５５）８５１３
　●南千住西部☎（５６０４）５７１０　●西尾久☎（３８９３）３５５５
　●荒川☎（５８５５）３３２３　●東日暮里☎（５６１５）３１７１
　●町屋☎（３８９４）３５６８　●西日暮里☎（３８０７）３８２８
※各地区とも㈪～㈯午前９時～午後５時

高齢者の人権を尊重しましょう

　外国人を排斥する差別的言動（ヘイトスピーチ）や、外国人に関する
不正確な情報の拡散等が社会的な問題となっています。
　文化等の多様性や外国人の生活習慣等を理解し、お互いを尊重し合う
関係を築いていきましょう。
　偏見や差別等で困ったときは、外国語で相談できる窓口があります。

▶外国語人権相談ダイヤル（法務省）
　☎０５７０（０９）０９１１（㈪～㈮午前９時～午後５時）
▶外国語インターネット人権相談受付窓口（法務省）（右の二次元コード）
　ほhttps://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
　［対応言語］ 英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルト

ガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン
語、インドネシア語、タイ語

外国人への偏見や差別をなくしましょう

　女性は、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性暴力・性被害、
ストーカー被害等を受けるリスクが高く、また、家事や育児の負担も大
きいとされています。
　性別に関わらず、互いの立場を尊重し、個性と能力が十分発揮できる
よう協力し合いましょう。
　悩みがあるときは、一人で悩まず相談してください。

▶ 相談ほっとL
ラ イ ン

INE＠
アット

東京 性被害相談窓口（東京都）（右の二次
元コード）
　（㈪・㈬・㈮・㈯午後４時～９時〈受付：午後８時30分まで〉）

▶東京都女性相談支援センター（東京都）☎（５２６１）３１１０
　（㈪～㈮午前９時～午後９時〈㈯・㈰・㈷、年末年始は午後５時まで〉）
▶ＤＶ相談＋

プラス

（内閣府）　☎ ０１２０（２７９）８８９（24時間・年中無休）
▶荒川区配偶者暴力相談支援センター
　☎（３８０６）３０７５（㈪～㈮午前８時30分～午後５時）
▶こころと生き方・ＤＶなんでも相談（アクト21）
　 ☎（３８０９）２８９０（第１㈬午後５時～８時、第１㈮・第２㈬・
第４㈬・㈮午前10時～午後４時、第２㈮・第３㈬・㈮午後２時30分
～８時、第２㈯午前10時～午後３時〈予約制〉）

女性の人権を守りましょう

※各相談窓口は、指定があるもの以外、㈷等はお休みです

人権週間パネル展
北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展

平和なまち絵画コンテスト作品展同時開催

2 人権週間特集号  令和７年（2025年）11月25日

● 災害時の避難所でのプライバシーの確保や、高齢者・障がい者・難病患者・乳
幼児・妊産婦・外国人・性的マイノリティ等の要配慮者の特性に合わせた配
慮・環境整備等が行き届かない課題があります
● 風評に基づく心ない嫌がらせ等で、被災地から避難された方々を傷つけること
のないようにしましょう

災害に伴う人権問題

● ＨＩＶ感染・エイズ、ハンセン病等の感染症では、病気に対する誤った知識や
理解不足により、職場や日常生活等におけるさまざまな場面で、患者や元患
者、その家族に対する差別やプライバシー侵害等の問題が発生しています
● 感染症に対する正しい知識と理解を深め、偏見や差別をなくしましょう

感染症に関する偏見や差別

● 北海道を中心とした地域に古くから住むアイヌの人々は、近世以降の国の政策
によって、伝統的な生活様式等の生活基盤や独自の文化を失い、さまざまな差
別を受けてきました
● アイヌの人々の歴史、文化、伝統等に関する理解を深め、偏見や差別を解消し
ていきましょう

アイヌの人々に対する偏見や差別

● 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見、悪意のあるうわさ等により、住
居の確保や就職が難しくなる等、円滑な社会復帰の妨げとなる場合があります
● 刑を終えて出所した人が更生できるよう社会全体で理解を深め、支援していき
ましょう

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別

● 人身取引は、犯罪組織等が、暴力や脅迫等の手段を用いて、女性や子ども等を
別の国や場所に移動させ、性的搾取や強制労働等を強要する犯罪であり、重大
な人権侵害です
● 一人ひとりがその実態を知り、社会全体の問題として受け止め、犯罪防止に努
めましょう

人身取引

● さまざまな理由で路上生活を余儀なくされている方々に対する嫌がらせや暴行
事件等が発生しています
● 路上生活者の置かれている状況や自立支援の必要性を理解し、路上生活者に対
する偏見や差別をなくしましょう

路上生活者に対する偏見や差別

● 本人の了解を得ずに秘密を暴露するアウティングや、インターネット上の掲示
板等への個人情報の無断公開等、他人のプライバシーを侵害する行為が問題と
なっています
● 他人の個人情報を漏洩したり、プライバシーを侵害したりすることのないよう
にしましょう

個人情報の流出・プライバシー侵害

このほかにも、さまざまな人権課題がありますこのほかにも、さまざまな人権課題があります

ご意見をお寄せください

荒川区人権推進指針
パブリックコメントを実施中

（改定素案）

次のいずれかに該当する方
▶区内在住・在勤・在学の方
▶区内に事務所・事業所を有する個人および団体
▶本指針により影響を受ける個人および団体

対 象

区役所４階総務企画課・地下１階情報提供コーナー、荒川さつ
き会館、荒川区ホームページ

素 案 の
閲 覧

総務企画課人権推進係　☎内線２２７１
ふ（３８０２）０４５６　め jinken@city.arakawa.lg.jp問 合 せ

12月２日㈫締 切 り

　「法律上の性」と「心の性」が一致していないことや、「好き
になる性」が同性や両性に向いていること等に対する偏見や差別
に悩み、生きづらさを感じている人がいます。
　ジェンダーアイデンティティを理解し、日ごろから配慮した言
動を心がけましょう。
　当事者のほか、家族・職場関係の方も利用できる相談窓口があ
ります。

▶ＬＧＢＴ専門相談（アクト21）　☎（３８０９）２８９０
　（第４㈫午後４時～６時〈予約制〉）※㈷の場合は第３㈫
▶T

ト ー キ ョ ー

okyo ＬＧＢＴ相談専門電話相談（東京都）
　［当事者・家族等］
　☎０５０（３６４７）１４４８（㈫・㈮午後６時～10時）
　［事業者］ 
　☎０５０（３１３８）４０１１（㈫・㈮午前10時～午後５時）

多様な性のあり方を認め合いましょう

　特定の地域の出身であることを理由とした部落差別（同和問
題）は、封建時代の身分制度や人々の意識に起因し、今日におい
ても、インターネット上で特定の地域を同和地区として掲載する
等の悪質な事案が発生しています。
　近年、同和問題を知らない人が増えており、一人ひとりが正し
い知識を持ち、差別解消に取り組んでいく必要があります。

▶同和問題に関する専門相談（東京都）
　☎（６２４０）６０３５
　（㈫・㈮午前９時～正午、午後１時～５時）

▶総務企画課人権推進係（区役所４階）
　☎内線２２７１ （㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分）

部落差別（同和問題）を正しく理解しましょう

　1970年代から80年代にかけ、北朝鮮当局により、日本各地で
多くの日本人が拉致されました。拉致の可能性がある特定失踪者
の中には、当時区内に在住していた２名も含まれており、関心と
認識を深め、風化させないことが必要です。

拉致問題への関心を持ち続けましょう

▶ 内閣官房拉致問題対策本部
（右の二次元コード）　
ほhttps://www.rachi.go.jp/

北朝鮮人権侵害問題啓発週間です
12月10日～16日は

　犯罪被害に遭った方やその家族は、周囲の心ないうわさや中
傷・偏見等により精神的な苦痛（二次被害）が続くことがありま
す。
　特に性犯罪・性暴力の被害者は、他人に知られたくない等の理
由から相談しづらいことがあるため、周囲の配慮とともに、安心
して相談できる機関につなぐことが大切です。

犯罪被害者やその家族に寄り添いましょう

　被害者やその家族が置かれた状況や心情を理解し、当事者
の心情に寄り添った対応をしましょう。

犯罪被害者週間です11月25日～12月１日は

▶ 東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター（性暴
力救援ダイヤルN

ナ ナ

aNa）
　☎（５５７７）３８９９（24時間・年中無休）

▶公益社団法人被害者支援都民センター
　 ☎（３２２２）９０５０（㈪・㈭・㈮午前９時30分～午後５
時30分、㈫・㈬午前９時30分～午後７時）

● 人権推進指針とは？
　 　区が施策を推進するための基本的な
方向を人権擁護の視点から明らかに
し、区と区民、事業者・関係機関とが
協働し、人権尊重の理念の行き渡った
まちづくりに取り組んでいくための区
の基本姿勢を示すものです。

● なぜ改定するの？
　 　社会状況が変化する中、人権
に関する理解を促進するための
各種施策をさらに推進し、寛容
で温かな地域社会づくりを進め
ていくため、指針の改定を行い
ます。

持参・郵送・ファクス・電子メール・荒川区ホームページで、
件名・氏名または団体名・住所・電話番号・意見を、〒116-
8501（住所不要）荒川区役所総務企画課人権推進係意 見 の

提 出
※ 持参の場合は荒川さつき会館も可（㈯・㈰・㈷等を除く、午前９時～
午後５時）

3人権週間特集号  令和７年（2025年）11月25日



相 談 活 動
　嫌がらせや差別を受けたり、人権を侵害された
りして困っている方の相談に応じます。秘密は厳
守します。

「人権」を考える 人権擁護委員　伊藤 花恵氏

　人権擁護委員として、一番印象に残る
活動は、荒川区内の小学校や中学校で実
施している「人権教室」です。
　「人権教室」では、いじめのような身
近な問題をテーマにしたＤＶＤを見て、
子どもたちが自分なりにそれぞれの登場
人物がどういう気持ちなのか、どうした
らいじめを防げたのか、といったことを
考えます。その後に、自分の意見を発表
してもらい、ほかの友達の意見を聞い
て、さらに考えを深めてもらいます。
　最初にこの「人権教室」を担当したと
きには、特に小学生の皆さんには「人
権」の話は難しいかなと思いました。し
かし、どの学校へ行っても、皆さんがと
ても真剣にＤＶＤを見て、一生懸命に考
えて意見を述べ、友達の意見を聞いてさ

らに考えを深めてい
く姿に頼もしさを感
じています。
　残念ながら、子ど
もだけではなく、大
人でもいじめや嫌がらせを苦にして命を
絶ってしまう方がいます。しかし、皆さ
ん一人ひとりが自分のこととして考え、
また、周囲のいじめに気が付いたとき
に、それをすぐに知らせてくれること
で、早い段階でいじめを防ぐことができ
ると考えます。
　私たち人権擁護委員も、電話やL

ラ イ ン

INE
等で「人権相談」に応じていますので、
もし何か悩んでいることがあったら気軽
にご相談ください。

第２㈭午後１時30分～３時30分
（予約制・電話相談）日 時

費 用 無料

予約・問合せ 総務企画課人権推進係　
☎内線２２７１

▶池田　明子
▶伊藤　花恵
▶上原憲太郎
▶小澤　　清

▶榊　眞理子
▶神保　秀久
▶砂田　厚美
▶髙田　博志

▶髙田　正道
▶松熊　貴代
▶吉田　和代

区内の人権擁護委員
（50音順・敬称略）（50音順・敬称略）
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　小学生が、身近にある人権についての考えをメッセージにすることで、人権
への理解を深め、人権尊重の意識を育むことを目的に実施しています。令和７
年度は、荒川区代表として第六瑞光小学校５年・髙山由羽希さんの作品が選ば
れました。人権人権メッセージメッセージ

子どもたちの

?

普 及 啓 発 活 動

▲尾久西小学校の皆さん▲第六瑞光小学校の皆さん

　子どもたちが協力して花を育てることを通じて、命の大切さや思い
やりの心を育むことを目的に実施しています。令和７年度は、第六瑞
光小学校と尾久西小学校の子どもたちが取り組みました。

人権の花運動
　人権擁護委員が小・中学校を訪問
し、人権についての授業を行い、思い
やりの心や人権尊重の大切さを一緒に
考える取り組みを行っています。

人権教室

　次代を担う中学生が、日常生活で感じた人権に関する作文を書くこ
とを通じて、人権尊重についての理解を深め、豊かな人権感覚を身に
つけることを目的に実施しています。
　令和７年度は、荒川区代表および地区代表として第四中学校２年・
竹内柚希さんの「偏見と不平等がない世の中へ」が選ばれました。

全国中学生人権作文コンテスト

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間ボランティアで、地域の方等からの人権相談や、
人権の大切さを知ってもらうための普及啓発等の活動を行っています。

あなたの街の相談パートナー

を人権擁護委員人権擁護委員 ごご存存じじですかですか

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。
電話・荒川区ホームページで、広報課広報係☎（３８０２）４９５７

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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